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東日本大震災津波に関する要望項目 

【重点要望項目】 

ⅠⅠⅠⅠ    横断的事項横断的事項横断的事項横断的事項                                                                                                                                                                

１  復 興 特 区 制 度 の 柔 軟 な 運 用  ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  ２    

（全省庁） 

２ 地方の創意工夫による「復興交付金」の柔軟な活用等 ・・・・・  ２ 

（内閣府） 

３ 復興に要する費用の地方負担分に対する財源措置の充実・確保 ・・ ３ 

（総務省） 

４ 被災地復興のための人的支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（全省庁） 

    

ⅡⅡⅡⅡ    「安全」の確保「安全」の確保「安全」の確保「安全」の確保                                                                                                                                                        

５  災害廃棄物（がれき）の広域処理に向けた支援等 ・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

（環境省） 

６ 災害復旧事業の制度改善等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（国土交通省） 

７ 地域の実態に即した復興まちづくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

（国土交通省） 

８ 被災地の環境未来都市構想への支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（内閣府） 

９ 復興事業としての社会資本整備等の促進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

（国土交通省・総務省） 

10  鉄道の早期復旧及びいわて花巻空港の路線維持・拡充に向けた国の全面的な支援 ・・ ７ 

（国土交通省） 

11 再生可能エネルギー導入促進に向けた支援  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（経済産業省） 

12 原子力発電所事故に伴う放射線影響対策の充実・強化 ・・・・・・・・・・ ９ 

（全省庁） 
 
    



 

 

ⅢⅢⅢⅢ    「暮らし」の再建「暮らし」の再建「暮らし」の再建「暮らし」の再建                                                                                                                                                    

13  被災者の生活再建に対する支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

（内閣府・厚生労働省・国土交通省・総務省） 

14 被災した事業者、労働者・離職者等への総合的な就業支援 ・・・・・・・ 11 

（厚生労働省） 

15 医療施設や社会福祉施設等の復旧・復興に向けた支援及び継続的な人的支援 11 

（厚生労働省） 

16 文教環境の復旧・復興支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 

（文部科学省） 

 

ⅣⅣⅣⅣ    「なりわい」の再生「なりわい」の再生「なりわい」の再生「なりわい」の再生                                                                                                                                                

17 農林水産業の復旧・復興支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14 

（農林水産省・文部科学省・厚生労働省） 

18 被災企業等への支援策の拡充 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18 

（経済産業省） 

19 「ものづくり特区」等による東北（岩手）地域への産業集積支援 ・・・・・ 19 

（経済産業省） 

20 TOHOKU 国際科学技術研究への支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

（内閣府・文部科学省・経済産業省・国土交通省・環境省） 

21 観光施設等の早期復旧と事業継続支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20 

（国土交通省） 
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東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波東日本大震災津波にににに関関関関するするするする要望要望要望要望書書書書    
 

 東日本各地に未曾有の被害をもたらした東日本大震災津波

は、平成 23 年３月 11 日の発災から 10 か月になろうとしてお

り、被災地では復旧・復興に全力で取り組んでいるところです

が、その被害の爪跡は、今もなお、被災地に色濃く残されてい

る状況にあります。 

本県においては、沿岸地域を中心に、現時点（12 月 26 日現

在）で、尊い命が失われ、また、未だ行方不明となっている方々

が約 6,000 人と、その人的被害は極めて深刻であるほか、家屋

の流失・倒壊等、建物被害も３万２千棟を超えており、被災地

の方々にあっては、応急仮設住宅等での生活を余儀なくされる

など、依然として、厳しい状況に置かれております。 

 このような中、本県では、発災以来、国や関係市町村、さら

には全国の皆様からのご支援とご協力のなか、復旧・復興対策

を進め、３月以降計９次にわたる補正予算を編成するとともに、

８月に策定した「岩手県東日本大震災津波復興計画」に基づき、

復興に向けて取り組んでいるところでありますが、本県及び沿

岸地域は、経済的にも財政的にも脆弱な地域であり、甚大な被

害を受けた被災地での復興も緒に付いたばかりであることか

ら、引き続き国の強力な支援が必要であります。 

国におかれましては、これまでの補正予算措置や東日本大震

災復興に係る関連法案の成立、平成 24年度予算案の決定など、

復興に向けてご尽力いただいているところですが、関連予算の

速やかな執行とともに、年度内に必要が見込まれる予算の追加

措置や平成 24 年度政府予算の成立に向け、国費による充実し

た支援と地方負担も含む復興財源を確保し、引き続き、既存の

枠組みを超える強力な復旧・復興対策に、全力を挙げて取り組

まれますよう、強く要望いたします。 
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【重点要望項目】 ※ 新たに追加した主な内容や特にご配慮いただきたい 

内容について、下線表示しております。 

    

ⅠⅠⅠⅠ    横断的事項横断的事項横断的事項横断的事項                                                                                                                                                            

 

１ 復興特区制度の柔軟な運用（全省庁） 

被災地域において、迅速かつ着実な復興を実現するためには、規

制・手続等の特例、税・財政・金融上の支援等を含む復興特区制度の

柔軟な運用が不可欠である 

現在、各種復興の取組にマンパワーを重点化させている関係市町村

の事務負担をさらに大きくしないためにも、本県が提言した 10の「岩

手復興特区」のようなテーマについては、関係地方公共団体の考えを

踏まえながら、県が包括的に計画を策定できるようにすることや、計

画策定に係る手続の簡素化など、できる限り柔軟な制度運用が図られ

るように留意すること 

また、現在、民間企業等からも多くの有用なプランやアイデアが寄

せられており、広く民間活力を活用しながら、復興を実現していくこ

とが肝要である。復興の取組によっては、復興特別区域における特例

等を呼び水に、企業や研究機関の誘致等を図ろうとするものも想定さ

れることから、特例の対象となる復興産業集積区域の設定については、

地域の被害状況や産業振興の方向性等を踏まえ、できる限り柔軟な制

度運用を図られたいこと 

 

２ 地方の創意工夫による「復興交付金」の柔軟な活用等（内

閣府） 

地方公共団体がその地域の特性に即して、自主的かつ主体的に実施

する復興のための地域づくりに関する事業を推進することを目的と

して交付する「復興交付金」の趣旨を踏まえ、地方が創意工夫を発揮

して事業を実施することができるよう、交付金の柔軟な活用について

留意すること 

その際、復興は単年度で終わるものではないことから、複数年度分

を一括して交付するとともに、復興が完了するまでの間、確実な予算

措置を図ること 

また、復興関連事業の実施には多大な事業費が必要であるが、復

興交付金は基幹事業として５省 40 事業が交付対象とされ、県が復興
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計画で掲げる全ての復興事業が対象とはなっていないことから、復

興交付金の交付対象外の復興事業については、従前の社会資本整備

総合交付金や地域自主戦略交付金等で確実に措置し、地方負担に対

する財政措置等についても、復興が完了するまでの間、復興交付金

と同等の財政支援を講じること 

 

３ 復興に要する費用の地方負担分に対する財源措置の充実・

確保（総務省） 

国庫補助負担率の引上げや対象拡大等がなされた場合でも、国の

直轄事業への負担金や各種災害復旧事業等の国庫補助事業の地方負

担分、さらには、補助対象とならない地方単独事業の負担分を合計

すると、財政力の弱い本県にとって過重負担となり、今後の復興の

大きな支障となる懸念があることから、復興に要する費用の地方負

担分に対する財源措置の充実・確保を継続的に図ること 

また、地方財政計画策定にあたっては、復旧・復興に要する経費

を確実に反映させるとともに、地方交付税については、特別立法に

より総額の特例を設け、復旧・復興に要する経費を別枠で確保し、

確実に配分すること    

 

 

４ 被災地復興のための人的支援（全省庁） 

復興事業を迅速かつ着実に行うためには、被災地のまちづくりや災

害公営住宅の建設等ハード事業を担う技術者や、被災者の心身の健康

を守る保健活動等ソフト事業を担う人材など、各分野において専門的

知識を有するマンパワーが必要となることから、国等の関係機関によ

る継続した人的支援とその強化を行うこと 

 

    

ⅡⅡⅡⅡ    「安全」の確保「安全」の確保「安全」の確保「安全」の確保                                                                                                                                                    

 

５ 災害廃棄物（がれき）の広域処理に向けた支援等（環境省） 

  災害廃棄物の全量を期限内に地域内処理することが困難であること

から、他の都道府県の協力も得ながら広域処理を進めることとして

いるが、災害廃棄物についても放射性物質が含まれている懸念があ

り他の地方公共団体が慎重姿勢となっていることから、広域的な調
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整・支援を一層強化すること 

なお、放射性物質の対応経験の少ない地方公共団体では住民の納

得を得、安心を与える説明は困難であるので、これまで原子力政策

を推進し放射性物質の拡散の対応の責任を有する国自らが、災害廃

棄物の処理の安全性について、国民にわかりやすく説明し、周知を

図るとともに、受入先の住民説明会等に出席し、丁寧に説明し、住

民の安心を確保すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

災害廃棄物緊急処理支援事業（防災のまちづくり／Ｐ14,55） 

 

 

６ 災害復旧事業の制度改善等（国土交通省） 

災害復旧事業における設計変更等の手続きの要件緩和や事務手続

きの簡素化等の見直しを行うとともに、事業の実施にあたっては、被

害状況や復興計画等を踏まえて複数年度にわたる予算執行を可能と

するなど、県、市町村の意向を最大限尊重した柔軟な運用を行うこと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

東日本大震災社会資本復旧事業（防災のまちづくり、交通ネット 

ワーク／Ｐ14,15,16,18,19）  

 

 

７ 地域の実態に即した復興まちづくりの推進（国土交通省） 

(１) 復興まちづくりの推進に向け、既存事業等の大幅な拡充や新たな

制度の創設など、人材面も含めた全面的な支援と財政措置を講じ

ること 

また、平成 23 年度第３次補正予算において、防災集団移転促進

事業や都市再生区画整理事業等の復興事業について、地方負担分

が、震災復興特別交付税により全額措置される「東日本大震災復

興交付金」が創設されたが、被災地の復興が完了するまでの間、

全面的な財政措置を講じること 

 

（２）東日本大震災復興特別区域法に基づく復興整備事業以外の災害復

旧事業等の復旧・復興事業についても、土地利用規制等にかかる各

種手続きの簡素化を図ること 
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(３) 事業用地の円滑な確保に向けた特例措置 

①土地収用手続きの簡素化等 

復旧・復興事業の円滑な事業推進のためには、早急な事業用地の

確保が必要であることから、土地収用法に規定する各種手続きを簡

素化し、迅速に事業者に収用権が付与されるよう事業の認定要件の

緩和や収用適格事業の拡大などの特例措置を講じることにより、権

利取得までに要する期間の短縮を図ること 

②所有者不明土地の特別措置 

所有者が不明である土地の権原取得には多大な手続きと時間を

要することから、財産価値の保全義務とともに使用許可、処分権限

等を市町村に付与して、市町村が適切に管理を行えるよう特別措置

を講じること 
 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

多重防災型まちづくり推進事業（防災のまちづくり、生活・雇用／ 

Ｐ14,16,17,18,22,56,57） 
 

 

８ 被災地の環境未来都市構想への支援（内閣府） 

環境未来都市構想は、国において、新成長戦略における 21 の国家戦

略プロジェクトの１つとして位置付け、集中投資を行うこととしてい

るものであることから、被災地における当該構想の推進についても、

「環境未来都市先導的モデル事業費補助金」による支援措置を講じる

こと 

 

９ 復興事業としての社会資本整備等の促進（国土交通省・総

務省） 

（１）「復興道路」の早期完成 

三陸縦貫自動車道、三陸北縦貫道路、八戸・久慈自動車道の三陸

沿岸地域を縦貫する道路、東北横断自動車道釜石秋田線、宮古盛岡

横断道路の内陸部と三陸沿岸地域を連絡する道路を「復興道路」と

して位置付け、国により、３年間で重点的に整備し、５年以内に全

線開通すること 

また、宮古盛岡横断道路（国道 106 号）を指定区間に編入し、国

道 46 号等と併せて国が一体的に管理すること 

加えて、道路事業の評価にあたっては、防災面の効果等を考慮し



6 

 

た総合的な評価を行うこと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

三陸復興道路整備事業（交通ネットワーク／Ｐ19,20,64,65） 

 

（２）津波対策のための防災施設等の整備 

多重防災型まちづくりの基礎となる湾口防波堤や防潮堤等の防災

施設並びに静穏度確保のための防波堤等の港湾施設を早期に復旧・整

備すること 

特にも、県では、海岸堤防等の復旧を進めるにあたり、湾口防波堤

と組み合わせて津波対策を講じることとしており、釜石港、大船渡港

の湾口防波堤については、５年以内の復旧の見通しが示されたところ

であるが、久慈港湾口防波堤についても、できる限りの前倒し完成を

実現すること 

加えて、市町村の復興まちづくりと一体となって県が実施する防潮

堤、河川堤防等の津波対策施設のかさ上げや新設、水門の遠隔化等に

ついて、平成 24 年度以降も平成 23 年度第３次補正予算と同等の全面

的な財政措置を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

多重防災型まちづくり推進事業（防災のまちづくり、生活・雇用／ 

Ｐ14,16,17,18,22,56,57） 

東日本大震災社会資本復旧事業（防災のまちづくり、交通ネット 

ワーク／Ｐ14,15,16,18,19）  
湾口防波堤等整備事業（防災のまちづくり、交通ネットワーク／ 

Ｐ16,19,60） 

（３）国営メモリアル公園の整備 

東日本大震災津波の記憶を未来に語り継ぎ、津波防災の文化を全

国に発信する拠点としてのメモリアル公園のあり方等について、早

期に調査・検討を進めたうえで、東日本大震災津波により壊滅的な

被害を受け、被災地の復興の象徴として最も相応しい「陸前高田市

高田松原地区」に国営メモリアル公園を整備すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

       メモリアル公園等整備事業（防災のまちづくり／Ｐ18,63） 

 

（４）直轄事業の着実な推進と地方負担に対する支援措置 

復興が完了するまでの間「復興枠」として安定した予算を確保する
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とともに、直轄事業を強力に推進するための体制強化を行うこと 

併せて、直轄事業の地方負担について、平成 24 年度以降も平成 23

年度第３次補正予算と同等の全面的な財政措置を講じること、又は直

轄事業負担金制度を廃止すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

東日本大震災社会資本復旧事業（防災のまちづくり、交通ネット 

ワーク／Ｐ16,18,19）  
湾口防波堤等整備事業（防災のまちづくり、交通ネットワーク／ 

Ｐ16,19,60） 

       メモリアル公園等整備事業（防災のまちづくり／Ｐ18,63） 

三陸復興道路整備事業（交通ネットワーク／Ｐ19,20,64,65） 

 

（５）「復興枠」の確保等による社会資本整備費の重点投資 

被災地の早期復興に向けて、引き続き、「復興枠」の確保等により

被災地に社会資本整備費を重点投資するとともに、被災した県及び市

町村が実施する社会資本整備総合交付金等の交付率等の引上げ、補助

対象の拡充等を行うこと 

併せて、復興事業等に対する社会資本整備総合交付金等の地方負担

について、平成 24年度以降も平成 23 年度第３次補正予算と同等の全

面的な財政措置を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

多重防災型まちづくり推進事業（防災のまちづくり、生活・雇用／ 
Ｐ14,16,17,18,22,56,57） 

木造住宅総合耐震支援事業（防災のまちづくり／Ｐ16） 

災害に強いﾗｲﾌﾗｲﾝ整備事業（防災のまちづくり／Ｐ16,18） 

土砂災害対策施設整備事業（防災のまちづくり／Ｐ17） 

三陸復興道路整備事業（交通ネットワーク／Ｐ19,20,64,65） 

港湾施設機能強化事業（交通ネットワーク／Ｐ20） 

生活再建住宅支援事業（生活・雇用／Ｐ21） 

応急仮設住宅再生供給事業（生活・雇用／Ｐ22） 

住宅復興支援事業（生活・雇用／Ｐ22） 

公営住宅ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ整備事業（生活・雇用／Ｐ22） 
 
 
10 鉄道の早期復旧及びいわて花巻空港の路線維持・拡充に向

けた国の全面的な支援（国土交通省） 

（１）ＪＲ線の復旧に係る支援制度の創設及び特例措置の実施 

  ＪＲ山田線・大船渡線の早期復旧のため、東日本旅客鉄道㈱の過
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大な負担とならない、かつ、県及び市町村の負担のない国による新

たな支援制度を創設すること 

   また、市町村が避難路を整備するに当たり、踏切の増設が可能と

なるよう、特例的な措置を講じること 

（２）三陸鉄道の復旧に対する財政支援 

    三陸鉄道の復旧支援において、年間運輸収入の２分の１相当につ

いては補助対象外とされたが、会社が負担することは不可能であり、

県及び市町村の負担も極めて厳しいことから、復旧額全額を補助対

象とすること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)三陸鉄道復旧整備事業（防災のまちづくり、交通ネットワー 

ク／Ｐ16,20,59）  

 

（３）いわて花巻空港と名古屋圏を結ぶ航空路線の維持・拡充 

   本県と名古屋圏とは、自動車関連産業など経済的な結びつきが強

く、平成 23 年５月からＦＤＡ（フジドリームエアラインズ）によっ

て両地域を結んでいる「いわて花巻～名古屋小牧路線」は、本県の

経済・産業面での回復や、本年世界遺産に登録された平泉をはじめ

とする本県の観光振興にも大変寄与しており、震災からの復興に関

して非常に重要なものであることから、当該路線の維持・拡充に向

けて、特別な配慮を行うこと 

 

 

11 再生可能エネルギー導入促進に向けた支援（経済産業省） 

東日本大震災津波による発電所の被害などにより電力不足が深刻

化していることから、地域に賦存する再生可能エネルギーを活用した

自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に取り組むこと 

（１）安定的かつ長期的な再生可能エネルギーの利用促進が図られる

よう、適切な買取価格及び買取期間を設定すること 

（２）災害にも対応できる自立･分散型のエネルギー供給体制の構築に

向けた技術検証など、スマートコミュニティ形成に向けた取組を

積極的に進めること 

（３） 現在、見直しが検討されているエネルギー基本計画においては、

再生可能エネルギーの導入を我が国のエネルギー政策の主要な柱
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とし、意欲的な導入目標値を定めるとともに、その目標達成に向

けて、更なる施策の充実を図ること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)再生可能エネルギー導入促進事業（防災のまちづくり／ 

Ｐ17,62） 

 
 

12 原子力発電所事故に伴う放射線影響対策の充実・強化（全

省庁） 

（１）放射線の測定及び汚染対策については、本来国の責任において

実施するべきものであり、国は、県及び市町村の負担とならない

ように、全面的な対応を講じること 

（２）国は、今後新たに国民生活に影響を与えるような事案が発生し

ないよう、放射線の影響に係る対策について、遺漏がないか十分

な点検を行い、必要な対応を行うこと 

（３）国は、市町村が除染実施計画を策定して除染を行う際の放射線

量の具体的な基準等を示すこと 

また、除染ののち仮置場から最終処分場までの具体的なスキー

ム、期間を示すとともに、その確保にあたっては、除染が円滑に

進むよう、地域住民の不安払拭に向けたきめ細かな説明を行うな

ど、国がリーダーシップを発揮し責任をもって行うこと 

さらに、県及び市町村が先行して独自に実施した放射線量測定及

び除染等の費用について、放射性物質汚染対処特別措置法に基づく

汚染状況重点調査地域及び除染実施計画を定める区域の指定の有

無に関らず、国が遡って財政支援をすること 

（４）国は、国民の安全・安心の確保のため、放射線の影響に係る基

準や健康影響調査の実施に関する基準を明確にするとともに、国

民へ分かりやすく周知すること 

（５）国は、具体的に生じた損害のみならず風評被害による損害につ

いても、責任をもって賠償等が行われるよう必要な措置を講じる

こと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)放射性物質総合対策事業（防災のまちづくり、水産業・農林 

業、商工業、観光／Ｐ15,37,39,44,46,50） 

環境放射能水準調査事業（防災のまちづくり／Ｐ15） 
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ⅢⅢⅢⅢ    「暮らし」の再建「暮らし」の再建「暮らし」の再建「暮らし」の再建                                                                                                                             

 

13 被災者の生活再建に対する支援（内閣府・厚生労働省・国

土交通省・総務省） 

（１）災害救助法に基づく救助の適用範囲の拡大と手厚い支援 

買取りによる応急仮設住宅に係る維持経費や避難所等から医療

機関や生活物資調達拠点を結ぶ無料バス等の輸送経費及び応急仮

設住宅団地内の生活環境整備に要する経費について、災害救助法に

基づく救助の適用範囲とするなど、救助に要する経費の全てを対象

とするとともに、全額国庫負担による支援を行うこと 

さらに、民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅の供与期間に

ついては、２年間となっていることから、延長する措置を講じるこ

と 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

        応急仮設住宅整備事業（生活・雇用／Ｐ21） 
 
（２）被災者生活再建支援制度の充実 

広範囲にわたる甚大な被災状況に鑑み、被災者の住宅再建が図ら

れる支援金額に拡充するとともに、住宅半壊世帯も対象とするなど、

支援範囲を拡大すること 

さらに、都道府県の相互扶助の範囲を超えると考えられる大災害

に関しては、被災者生活再建支援基金ではなく、特別法を制定し、

全額国庫負担による基金を地方に創設して対応すること 

 

（３）個人の二重債務解消に向けた支援 

個人の住宅ローン等に係る二重債務問題については、その返済や

新たな借り入れが困難となっている状況から、被災者の生活再建に

大きな障害となっていることから、その早期解決に向け、国による

積極的な支援を行うこと 

 

（４）住宅確保に向けた対策 

    被災市町村の復興状況に応じて、災害公営住宅の建設や宅地の

復旧、造成、提供等を行うための支援体制を国において整備する

こと 

また、被災住宅の再建や修繕が図られるよう、被災者生活再建
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支援制度における支援範囲の拡大等に加え、復興基金の更なる拡

充を図ること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

        応急仮設住宅整備事業（生活・雇用／Ｐ21） 

生活再建住宅支援事業（生活・雇用／Ｐ21） 

災害復興公営住宅等整備事業（生活・雇用／Ｐ22,68） 

応急仮設住宅再生供給事業（生活・雇用／Ｐ22） 

住宅復興支援事業（生活・雇用／Ｐ22） 

多重防災型まちづくり推進事業（防災のまちづくり、生活・雇用／ 

Ｐ22,56,57） 

公営住宅ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ整備事業（生活・雇用／Ｐ22） 

 

14 被災した事業者、労働者・離職者等への総合的な就業支援

（厚生労働省） 

「雇用復興推進事業」の実施について、より実効性のある事業とする

ため、事業期間・対象者の要件緩和を図ること 

また、緊急雇用創出事業臨時特例交付金の事業期間の延長措置を講じ

ること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

緊急雇用創出事業臨時特例基金（生活・雇用／Ｐ23,69） 

 

15 医療施設や社会福祉施設等の復旧・復興に向けた支援及び

継続的な人的支援（厚生労働省） 

（１）医療施設の復旧・復興及び診療継続に対する支援 

被災した医療提供施設における、復旧・復興に向けた施設・設備

の整備について、地域医療再生基金の設置期間の延長を図るととも

に、柔軟な活用ができる取扱いとすることなど、復興計画期間を通

じて十分な財政措置を講じること 

また、地域の医療機関の機能回復に向け、長期的かつ継続的に医

師や看護師等の医療スタッフを派遣するとともに、派遣に要する経

費の支援を行うこと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

被災地医療確保対策事業（保健・医療・福祉／Ｐ24,71） 

(仮称)医療施設等復旧・復興支援事業（保健・医療・福祉／Ｐ24） 
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（２）社会福祉施設等の災害復旧に対する支援 

被災した社会福祉施設及び介護保険施設等における災害復旧事業

について、補助率引き上げとなる地域要件の緩和や補助事業の実施期

間の延長、津波被害に伴う施設の移転等に対する被災地の実情に応じ

た弾力的な運用を図ること 

また、これらの施設運営等に従事する介護職員等の専門職員が、十

分な期間継続して派遣されるよう手厚い支援を行うこと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

老人福祉施設等災害復旧事業（保健・医療・福祉／Ｐ24） 

障害者支援施設等災害復旧事業（保健･医療･福祉／Ｐ24,25） 

児童福祉施設等災害復旧事業（保健・医療・福祉／Ｐ26） 

 

（３）基金を活用した取組に対する継続的な支援 

震災からの復旧・復興に向けた取組みを継続して実施していくた

めに、安心こども基金（保育所緊急整備事業）、障害者自立支援対策

臨時特例基金、介護基盤緊急整備等臨時特例基金及び地域自殺対策

緊急強化基金について、中長期にわたる制度として、安定した財源

の確保を図ること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

地域支え合い体制づくり事業(保健･医療･福祉、地域コミュニティ／ 

Ｐ24,26,33) 

被災地障がい者相談支援事業（保健・医療・福祉／Ｐ24） 

介護サービス施設等整備臨時特例事業（保健・医療・福祉／Ｐ26） 

児童福祉施設等災害復旧事業（保健・医療・福祉／Ｐ26） 

（仮称）震災ストレス外来設置支援事業（保健・医療・福祉／Ｐ27） 

災害時要援護者支援対策事業（地域コミュニティ／Ｐ32） 

(仮称)障がい者を地域で支える体制づくり事業（地域ｺﾐｭﾆﾃｨ／Ｐ33） 

 

16 文教環境の復旧・復興支援（文部科学省） 

（１）学校・公立文教施設の復旧整備 

津波浸水区域にある学校施設及び学区内の被災状況から新築移転

復旧する必要のある学校施設については、全て国庫補助対象とすると

ともに、原形復旧に当たらない防災機能の強化、震災に起因する学校

統合のための新築、応急仮設校舎等に係る用地のリース料及び当該用
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地の既存施設解体撤去に要する経費、新築整備における国庫補助単価

を超える費用等についても、地方負担が生じることがないよう復興交

付金等において十分な財政支援措置を継続して行うこと 

併せて、公立社会教育施設の災害復旧にかかる財政支援措置を継続

して実施すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

学校施設災害復旧事業（防災のまちづくり、教育・文化／Ｐ15,28） 

(仮称)県立学校施設防災機能強化事業（防災のまちづくり、教育・ 

文化／Ｐ15,29） 

社会教育施設等災害復旧事業（教育・文化／Ｐ30） 

スポーツレクリエーション施設災害復旧事業（教育・文化／Ｐ30） 

 

（２）児童生徒の心のサポートに対する支援 

被災により心にダメージを受けた児童生徒の心のサポートについ

ては、中長期的な取組が必要であることから、引き続きスクールカウ

ンセラー（臨床心理士）等の派遣等に要する経費の全面的な財政支援

を継続すること 
 

 （３）通学手段の確保 

被災により通学困難となった児童生徒の通学手段の確保について、

今後も十分な財政支援措置を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

被災地児童生徒就学支援事業（教育・文化／Ｐ28） 

高等学校通学バス運行事業（教育・文化／Ｐ28） 

 

 （４）教職員の確保等 

児童生徒数の激変に対する教職員定数の弾力化と復興に向けた教

職員の加配措置を継続して講じること 

また、教職員の住宅の確保のための財政支援措置を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

被災地学校等への教職員配置事業（教育・文化／Ｐ29） 

教職員住宅等災害復旧事業（教育・文化／Ｐ29） 

 

（５）復興事業に伴う埋蔵文化財調査への人的・財政的支援 

復興事業に伴う埋蔵文化財調査について、発掘調査面積が大幅に
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増加する見込みであることから、人的支援を行うこと 

また、現行の埋蔵文化財緊急調査事業では、調査量の増大に伴い

被災市町村及び県の財政的負担も増加することに鑑み、復興交付金

制度を継続して活用できるようにすること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

県内遺跡調査事業（教育・文化／Ｐ30） 

 

ⅣⅣⅣⅣ    「なりわい」の再生「なりわい」の再生「なりわい」の再生「なりわい」の再生                                                                                                                     

 

17 農林水産業の復旧・復興支援（農林水産省・文部科学省・

厚生労働省） 

   生産者をはじめ、農林水産業に関連する加工業者等を含めたすべ

ての者が、再び意欲と希望を持って生産活動等に従事できるよう、

地域の復興状況に対応した支援を継続するとともに、次の追加措置

を講じること 

(1) 地域の基幹産業である水産業の復旧・復興支援 

ア 漁業協同組合等関係団体への支援の拡充 

水産業再生の中核となる漁協や水産加工協など関係団体の事

業推進機能の早期回復・強化や、防災対策の充実を図るため、移

転を含めた事務所の本格的な新設整備への支援を行うこと 

イ 漁港等の復旧・整備 

(ｱ) 漁港・漁場・漁村生活環境基盤や海岸保全施設の早急な復旧に

向けた全面的な支援を行うこと 

(ｲ) 地域づくりの方向性との整合を図りつつ、津波シミュレーショ

ンに基づき地方公共団体が決定した海岸保全施設の新設につい

て、激甚災害指定に伴う特別の財政援助によりかさ上げされた災

害復旧事業の補助率と同等の補助率となる補助事業を創設する

こと 

(ｳ) 災害査定後の早急な復旧工事を実施するための技術者派遣な

ど更なる人的支援を行うこと 

(ｴ) 災害復旧工事の発注にあたり、必要となる積算業務委託費や構

造設計委託費などの測量及び試験費を支援する補助事業を創設

するとともに、災害復旧事業期間の延長、設計変更等の要件緩和

や事務手続きの簡素化などを図ること 
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参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

共同利用漁船等復旧支援対策事業（水産業・農林業／Ｐ35,82） 

水産業経営基盤復旧支援事業（水産業・農林業／Ｐ35,83） 

漁業協同組合等機能回復支援事業（水産業・農林業／Ｐ35） 

水産業共同利用施設災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ36） 

製氷保管施設等早期復旧支援事業（水産業・農林業／Ｐ36,85） 

漁港災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ38,88） 

 

 (2) 農業・農村の復旧・復興支援 

ア 農業生産基盤の早期復旧と新たな農村づくりに向けた支援措置

の充実 

農業生産基盤等の復旧・整備に向けた事業の施行に要する測

量・設計や用地調査等の費用を全額補助対象とするとともに、計

画変更等の要件緩和や、しゅん工認定を始めとする事務手続きの

簡素化を図ること 

また、地元の合意形成のもと、着実に事業を推進していく必要

があることから、地域の実情を踏まえた事業期間の設定を可能と

すること 

イ 被災地域における新たな産地づくりに向けた支援 

被災地域の復興に向けた農業の担い手を計画的かつ継続的に

確保・育成するため、新規就農者等に対する経営管理能力の向上

や生産技術の継承を目的とした実践研修の実施、初期投資の軽減

など、地域の実情に応じて活用できる基金制度を創設すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

農業共同利用施設災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

被災農家経営再開支援事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

東日本大震災農業生産対策事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

(仮称)農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業（災害復旧事業） 

（水産業・農林業／Ｐ39） 

(仮称)農業復興総合支援事業（整備事業）（水産業・農林業／Ｐ39,89） 

被災者農業雇用支援事業（水産業・農林業／Ｐ40） 

(仮称)農業復興総合支援事業（推進事業）（水産業・農林業／Ｐ40,89） 

がんばろう！岩手・農村起業復興支援事業（水産業・農林業／Ｐ40） 

団体営畜産経営環境整備事業（水産業・農林業／Ｐ41） 

(仮称)畜産経営再生可能エネルギー導入事業（水産業・農林業／Ｐ41） 

(仮称)三陸みらい園芸産地づくり事業（水産業・農林業／Ｐ41,91） 

(仮称)次世代農業技術開発拠点整備事業（水産業・農林業／Ｐ41） 
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(仮称)三陸みらい農業担い手応援事業（水産業・農林業／Ｐ41,92） 

(仮称)安全・安心ｸﾞﾘｰﾝ・ﾂｰﾘｽﾞﾑ展開事業（観光／Ｐ50） 

農地等災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

団体営農地等災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

小規模農地等災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

(仮称)土地改良区機能回復支援事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

海岸保全施設災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ39） 

(仮称)農地災害関連区画整理事業（水産業・農林業／Ｐ40,90） 

(仮称)住環境再建支援関連農地整備事業（水産業・農林業／Ｐ41） 

 

(3) 防潮林等の復旧・整備 

ア 防潮林の復旧・整備について、林帯と同様に、植栽も災害復旧

事業の対象とすること 

イ がれき仮置き場となっている場合や、海岸保全施設の復旧・整

備後に着手することが必要な防潮林の復旧・整備について、災害

復旧事業の実施期間を超えた場合であっても災害復旧事業と同等

の支援を行うこと 

ウ 森林・林業再生プランの中核的担い手となる森林組合の機能を

早期に回復、強化するための、事務所の新設整備及び復旧への支

援を行うこと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

森林組合機能回復支援事業（水産業・農林業／Ｐ42） 

(仮称)木材供給等復旧対策事業（水産業・農林業／Ｐ42,93） 

治山災害復旧事業（水産業・農林業／Ｐ42,94） 

 

(4) 被災農林漁業者の二重債務問題の解消 

被災農林漁業者等が、不安なく農林漁業の再生に取り組めるよう、

既往債務を借り換える際の条件を緩和するなど、二重債務解消のため

の特別な措置を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

復興支援ファンド設立支援事業（水産業・農林業、商工業／ 

Ｐ36,43,45,95） 

 

(5) 原子力発電所事故による農林畜産被害等への対応 

ア 食品中の放射性物質の新基準値案への対応 

 (ｱ) 安全・安心な農畜産物を生産するため、飼料、肥料等の新基
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準値を早急に示すとともに、これに伴い利用できなくなるこれ

らの生産資材等の処分について、全面的な支援を行うこと 

(ｲ) 安全・安心な特用林産物を生産するため、きのこ原木等の新

基準値を早期に提示するとともに、暫定許容値を超過し、使用

できなくなったきのこ原木等の処分について、全面的な支援を

行うこと 

イ 国による全頭検査体制の確立 

(ｱ) 国の責任による肉用牛の放射性物質の全頭検査体制を確立す

ること 

(ｲ) 検査実施に要する経費の全面的な支援を行うこと 

ウ 畜産農家等の経営安定対策等 

(ｱ) 暫定許容値を超過している牧草地の利用を可能とするため、

次年度以降も、牧草地の更新に要する経費の継続した全面的な

支援を行うこと 

(ｲ) 来年度以降、除染のため更新する牧草地において、牧草が収

穫可能となるまでの間、必要となる代替飼料を確保するととも

に、確保に要する経費に対して全面的な支援を行うこと 

エ 風評被害の防止等 

(ｱ) 牛肉の安全性についての正確な情報提供やPR活動を行うこと 

(ｲ) 県、市町村、団体等が実施する風評被害対策に要する経費へ

の全面的な支援を行うこと 

オ 農家等に対する損害賠償の確実な実施 

(ｱ) 東京電力㈱に対して、損害賠償が十分かつ迅速に行われるよ

う働きかけを行うこと 

(ｲ) 本県産の食用農林産物と畜産物を、原子力損害の判定等に関

する中間指針において、風評被害として賠償対象となる品目に

追加すること 

(ｳ) 損害賠償手続きを進める各県の損害賠償対策協議会の活動に

要する経費（弁護士報酬を含む）については、畜産農家等の負

担が生じることのないよう措置すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)放射性物質総合対策事業（防災のまちづくり、水産業・農林 

業、商工業、観光／Ｐ15,37,39,44,46,50） 
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18 被災企業等への支援策の拡充（経済産業省） 

沿岸部の多くの事業者が甚大な被害を受け、また内陸部の事業者も

深刻な間接被害を受けるなど、県内経済は未曾有の危機に直面してい

ることから、一刻も早い復旧・復興に向け、被災企業に対する助成制

度の大幅な拡充・要件緩和や新たな補助制度の創設など、これまでの

枠組みにとらわれない大胆な支援策を講じること 

特に、企業の既存債務に係るいわゆる二重ロ-ン問題については、そ

の早期解決に向け、既存債務の解消のための国による地域の実情に合

わせた積極的な支援を引き続き行うこと 

 

(1) 中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の拡充等 

商店街などの本格復興には、被災市町村の復興計画が大きく影響

するところであり、昨年末をもって被災全市町村の当該計画は策定

されたものの、土地のかさ上げや区画整理など事業用地の整備に相

当の時間を要することから、当該補助事業について、本年度内の更

なる予算措置に加え、来年度のみならず 25 年度以降も引き続き継続

して事業実施すること 

また、中小企業基盤整備機構の行う仮設店舗・工場の整備は、完

成箇所が相当数に増えてきたものの、一部地域では地盤強度等の関

係からなかなか着工されない例があることから、仮設施設に鑑み柔

軟かつスピーディーに対処すること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

中小企業等復旧・復興支援事業（水産業・農林業、商工業、観光／ 

Ｐ36,44,46,49,86） 

 

(2) 小規模事業者への支援策の拡充 

零細な小規模事業者が本格的に事業再開するためには、資金面で

の手厚い支援が必要であるが、中小企業等グループ施設等復旧整備

補助事業については、地域の基幹産業や、雇用・経済規模の大きな

企業群、我が国経済のサプライチェーン上重要な企業群であること

などが主な要件とされ、小規模事業者が採択され難い状況にあるこ

とから、当該補助事業の要件緩和や、個々の施設・設備整備に係る

一定の補助制度創設など、これまでの枠組みにとらわれない大胆な

支援を行うこと 
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19 「ものづくり特区」等による東北（岩手）地域への産業集

積支援（経済産業省） 

今般の災害は、住民生活から産業振興までかつてない範囲で社会全

体を覆い、我が国産業の根幹をも揺るがしていることから、再び我が

国が世界をリードする強固な産業国家となるための戦略の中で、被災

した東北をその牽引役に位置付けるとともに、その実行のための特別

法の制定などにより、振興地域として、復旧から復興、発展へと成長

するための諸施策を集中的に投入すること 

特に、本県並びに東北の基幹産業である自動車・半導体関連産業な

どの復興から更なる発展、その支えとなる物流インフラの早期整備に

向けた、優遇策の適用など、復興特区制度を活用した「ものづくり特

区」等の取組について更なる支援を講じること 

併せて、依然として続く円高に対し更なる為替政策を行うとともに、

企業の海外移転等による産業の空洞化が強く懸念されることから、国

内生産や投資を促進するため一層の支援策を講じること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

特区制度の活用による被災企業等への優遇税制の実施（商工業／ 

Ｐ44,46） 

 

20 TOHOKU 国際科学技術研究への支援（内閣府・文部科学省・

経済産業省・国土交通省・環境省） 

東北全域の復興を目指し、世界のフロントランナーとなる防災研究、

海洋研究、素粒子・エネルギー研究の国際的科学技術研究所の誘致・

創設に向けて、国家プロジェクトとして取り組むこと 

 (1) 岩手県沿岸地域への国際的防災研究拠点の構築 

本災害からの復興、更には、世界で二度と同じ悲しみを繰り返すこ

となく、人類が自然との共生を図っていくためには、三陸地域をフィ

ールドとし、世界の英知を集めて防災に関する学術的・実践的な研究

を行い、その成果の活用・展開と世界へ向けた情報発信を行うととも

に、今回の災害の記録・記憶を後世へ正しく継承していくことが重要

であることから、これらの取組を総合的に推進していくため、本県に、

国際的防災研究拠点や海底地震・津波観測ネットワークステム等を国

が整備すること 
参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)国際的研究開発拠点形成促進事業（商工業／Ｐ47,97） 
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(2) いわて三陸国際海洋研究拠点の構築 

地震・津波により三陸沿岸域の海洋生態系は激変しており、これま

での長年にわたる海洋生態系の知見の蓄積を生かした海洋研究や三

陸海域の豊富な海洋資源の活用研究等を通じた海洋生態系の回復、豊

かな海洋環境の再生や水産業の復興が重要であることから、被災した

研究機関の復旧について国が全面的な支援を行うとともに、海洋物理、

海洋生物、海洋地質、海洋再生可能エネルギー等広範な研究機能や実

証試験機能を集積した海洋に関する総合的研究拠点を国が整備する

こと 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 

(仮称)国際的研究開発拠点形成促進事業（商工業／Ｐ47,97） 

海洋研究拠点復興促進事業（商工業／Ｐ47） 

 

(3) 素粒子・エネルギー研究拠点の構築 

素粒子・エネルギー研究に関しては、世界でただ１カ所建設される

ことが計画され、本県の北上山地が建設候補地となっている超大型加

速器「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）研究施設」を核として超伝導、

半導体、新材料など多岐にわたる関連産業の集積を図り、新エネルギ

ー、先端医療の国際研究拠点の形成を目指そうとするものであること

から、政府としてＩＬＣ誘致を国家プロジェクトとして取り組むとと

もに、ＩＬＣ研究施設を核とした東北復興のグランドデザインの策定

等の調査費を措置すること 

 

21 観光施設等の早期復旧と事業継続支援（国土交通省） 

被災した観光施設等の早期復旧と事業者の事業継続のための大型

補助制度を創設するとともに、震災や放射性物質による風評被害の払

しょくに向けた国内外への正確な情報の発信、誘客促進のための二次

交通の整備などハード・ソフト両面にわたる総合的な支援措置を講じ

ること 

参考：岩手県東日本大震災津波復興計画 復興実施計画(第 1 期)関連事業 
中小企業等復旧・復興支援事業（水産業・農林業、商工業、観光／ 
Ｐ36,44,46,49,86） 

 



 

 

 


